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■ハブの捕獲数（令和６年５月31日時点）

６月の主な内容

…………………………２～４頁
…………………………５～８頁
………………………………８頁
…………………………９頁

………………………………９頁

60匹 565匹
令和６年度 平成29年度からの総数

増減無

２人増
２人減

2世帯減

７月の主な内容

総務課だより
民生課だより
経済課だより
教育委員会だより
船舶課だより

７年ぶりの粟国ハーリー

（令和６年５月31日）

７年ぶりの粟国ハーリー



だより総 務 課
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だより総 務 課
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だより総 務 課

定額減税の金額・対象期間・手続き
　家族を養っている場合は「人数×４万円」が減税されます。
　たとえば、父・母・子（児童など）の３人家族なら、トータルの減税額は「３人×４万円＝
12万円」です。
　共働きの家庭でも、世帯で見れば基本的に減税額は変わりません。

所得税の減税 住民税の減税

減税額 ３万円
＋（扶養人数×３万円）

１万円
＋（扶養人数×１万円）

対象期間 2024年分の所得税 2024年度分の住民税

減税の手続き（会社員） 基本不要 基本不要

減税の手続き（個人事業主） 納税者が自分で手続きする
（予定納税・確定申告） 基本不要

令和６年度からの税制度の変更について

粟国村　最大の神事

ヤガン折目（ヤガンウユミ）　　　　　　　　　　　　　場所：粟国村イビガナシー

　毎年旧暦の６月24日、25日、26日の３日間を通して行われるのが「ヤガン折目」です。今年
は７月29日（月）、30日（火）、31日（水）に行われます。
７月31日の最終日には、村をはじめ一般の人たちも参加し、村の繁栄、健康祈願や子宝祈願

を行う日となっております。
７／ 29　山の神のお迎え　　　　　　　　　　　　　　　　  19：00頃から
　各区長、各原組のヤトゥイ（雇い）は、祝女と共にエーガ拝所に集まり、山の神のお迎えをする。
７／ 30　火の神のウマチー、ナーヌウユウェー　　　　　　  18：00頃から
　東の両ヌル、西のスイミチジ、火ヌ神前に集まり、ヤガン神の来臨の御礼と翌日の折目の案内
と無事終了を祈願する。
７／ 31　ヤガン折目　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ９：00頃から
　午前９時頃より朝のウンヌキグト（お願い事を伝える申し開き）が始まる。老若男女がイビガ
ナシーに集まり健康祈願をする。●午前12時頃トゥン巡り●午後５時頃ユウフララ

● 奉納相撲は小学生（高学年）・中学生・一般の部を行います。受け付けは当日会場にて行います。
　（受付時間・18：00を予定）

● 民謡ショーは午後８時30分から屋外ステージで予定しております（天候等で変更になる場合があり
ます）。

主催：粟国村　　お問い合わせ：粟国村役場総務課　TEL　098-988-2016

（4）令和６年 ７月号



令和６年８月から 被保険者証が切り替わります
                               （有効期限が令和７年７月 31 日となります）

お問合せは　　粟国村役場　民生課　後期高齢者医療保険係　TEL ：098-988-2017

だより民 生 課

沖 縄 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合　TEL 098-963-8012

新しい被保険者証は、７月下旬までに、役場窓口にて交付します。（島外の方は郵送）
交付時期に関しましては、防災無線でお知らせします。
８月からは、医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示してください。
被保険者証が届いたら、住所・氏名・一部負担金の割合を確認してください。

被保険者証の色（ピンク）
の変更はありません

➡

後期高齢者医療制度　－被保険者の皆様へ－
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だより民 生 課

台風接近時のゴミ収集について
台風接近時（強風時）にごみを出すのは大変危険です。強風による転倒事故・ごみの飛散による事

故の誘発等の恐れがありますので、暴風警報が発令されていない場合でも、できる限り、次回の収集

日に出していただきますようご協力お願いいたします。

　やむをえず出されるごみについては、ごみが飛ばないように飛散防止対策を行っていただきますよ

うお願いします。

台風時のゴミ収集について
・暴風警報が発令された場合は、ごみの収集を中止します。

・テレビやラジオ等で暴風警報などの情報をこまめに、ご確認ください。

　基本的なごみ収集は以下のとおりになりますので、ご確認下さい。

　ただし、台風の規模や天候によっては変更することもあります。

１．午前８時00分の時点で、暴風警報が発令中の場合は、その日の朝のごみ収集は中止します。

２． お昼12時までに暴風警報が解除された場合、その日が「もえるごみ・生ゴミ」の収集日の場合

は、午後１時より収集を行いますので、12時30分までに出してください。

　　 　なお、「もえないごみ・資源ごみ・危険ごみ等」の収集日の場合については、収集しませんの

で次回の収集日に出してください。

３． お昼12時以降に暴風警報が解除された場合、その日の収集は終日行いません。翌指定日に出し

てください。

４． ごみ収集中に暴風警報が発令された場合、暴風警報が発令された時点で収集を中止します。出し

たごみが収集されていない場合は、ご自宅に戻していただき、次回のごみ収集日に出してください。

５． 台風の影響が長期化した場合、暴風警報解除後のゴミの収集はもえるごみ・生ごみ等を優先的に

行う場合がございます。その際は、防災無線にて周知いたします。

お願い
・ 台風後はごみの排出が多くなるため収集が遅れることがあります。また、台風の影響が長期化した

場合、もえるごみ・生ごみ等の収集を優先的に行いますので、もえないごみ・資源ゴミ・草木等の

収集は後回しにさせていただくことがあります。

・ 一般家庭ごみとして出される草木等の収集は、１回につき３袋（３束）、１袋につき重さが５㎏以内

までとなりますので、複数回に分け排出していただきますようご理解とご協力をお願いいたします。

・ 台風後のボランティア清掃によるゴミの排出に関しては、一般家庭ゴミ同様に分別のご協力をお願

いします。なお、回収に関しましては、一般家庭ゴミを優先させていただきますので回収が遅れる

ことがございますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

台風時（接近時）のゴミ収集について

（6）令和６年 ７月号



１　趣　旨
　本県には、猛毒を持つハブクラゲが生息し、年間 100 人前後の刺症被害が発生している。
　本格的な海水浴シーズンを迎え、海に出入りする機会が多くなるが、ハブクラゲは６月頃
から人体に被害を与える大きさに成長するため、マリンレジャーの際には十分注意する必要
がある。
　このようなことを鑑み、広く県民及び観光客に対し、ハブクラゲ刺症についての注意を喚
起し、ハブクラゲによる被害の未然防止を図る。

２　発令期間
　　令和６年６月１日（土）～９月 30 日（月）

３　広報活動
（１�）県内の報道機関に対し、注意報発令の趣旨、ハブクラゲ刺症に関する情報等を提供し、

ハブクラゲ刺症防止について協力を要請する。
（２�）県の機関や市町村、各種団体等に対し、注意報発令を通知し、リーフレット、ポスター

等を配布するとともに、各種広報媒体への掲載を依頼する等協力を呼びかける。
（３）ハブクラゲ発生注意報　以下のとおり

令和６年ハブクラゲ発生注意報
　本県の海には、猛毒を持つハブクラゲが生息し、一年のうち６月はじめ頃から人体へ影響を及ぼす
大きさに急激に成長します。この時期は、海水浴、マリンレジャー等で海への出入りが多く、刺症被
害も多く発生しています。
　令和５年は、ハブクラゲ等海洋危険生物による刺咬症被害 66件の内、11件（約 17％）がハブク
ラゲによるものです。
　県では、令和６年６月１日から９月 30日までの間、ハブクラゲ発生注意報を発令し、広く県民や
国内外から訪れる観光客に対し、ハブクラゲによる刺症被害を未然に防止するよう呼びかけます。

ハブクラゲ刺症を未然に防ぐには、
　①　海水浴をする場合は、肌の露出を避け、ハブクラゲ侵入防止ネットの内側で泳ぎましょう。
　②　海に出かける際には、酢（食酢）を持参しましょう。

ハブクラゲに刺された場合は、落ち着いて対処し、
　①　まず海から上がり、激しい動きをしないで、近くにいる人に助けを求めましょう。
　②�　刺された部分はこすらずに、酢（食酢）をたっぷりかけて触手を取り除いた後、氷や冷水で冷
やしましょう。

　③　応急処置をし、医療機関で治療を受けるようにしましょう。

　ビーチ管理者は、ハブクラゲ侵入防止ネット内での刺症事故が発生しないよう、ネットの管理を徹
底しましょう。

　　　　　　　　　　　　　　��������令和６年６月１日　沖縄県保健医療介護部長　　糸 数　　公

令 和 ６ 年 ハ ブ ク ラ ゲ 発 生 注 意 報 発 令 要 領

だより民 生 課
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だより経 済 課

だより民 生 課
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だより教 育 委 員 会

　今年の粟国幼小中学校恒例の春の遠足は、
５月２日（木）に実施されました。
　雨天のため、体育館でのレクリエーション
を楽しみました。

～ 遠足 ～
　５月23日（木）に、粟国小中学校にて不審
者避難訓練が行われました。今年は駐在さん
とも相談して、実際に起こりうる犯行状況を想
定したケースで行われました。不審者役を演
じた担当職員からは、初期対応をされたことで
侵入を断念したという感想をいただきました。

～ 不審者避難訓練 ～

　児童生徒の学力向上を図るため、沖縄振興特別推進交付金（一括交付金）を活用した「アニー
学力アップ教室（村営塾）を一般社団法人　教育振興会が受託し、５月22日（水）に開講いた
しました。
　小学５年生から中学３年生が通っております。途中からの受講も受け付けておりますので、教
育委員会までご連絡ください。

～ アニー塾 ～

船 舶 課 だより

◆◆ 船舶課からのお知らせです ◆◆
令和６年８月１日から
粟国発の通常運航時刻が早まります。（泊発運航時刻は変わりません）

　泊港発：午前９時30分
粟国発：午後１時45分

　ご利用のお客様におかれましては発着時間を確認の上、手続きをお願いいたし
ます。手続きは出航20分前までにお済ませください。

（9） 令和６年 ７月号



* 粟国村役場では、税金や各種料金は納付忘れが気にならない郵便局の口座引き落としを
おすすめしています。次の税金や各種利用料がゆうちょの口座から引落が可能です。

①固定資産税　②軽自動車税
③住民税　　　　 （担当：総務課 ☎988－2016）

④国民健康保険税　⑤後期高齢者医療保険料
　　　　　　　　 （担当：民生課 ☎988－2017）

⑥上下水道料　⑦村営住宅使用料
　　　　　　　　 （担当：経済課 ☎988－2258）

※納め忘れのないよう、よろしくお願いします。
※納付期限を過ぎた納付書は金融機関でお取扱いできません
のでご注意ください。

固定資産税　第２期（納付期限）
国民健康保険税　第１期（納付期限）
後期高齢者保険料　第１期（普通徴収）

粟国村携帯通信活用情報システム
●船舶情報　　●防災情報　　●役場からのお知らせ
●お魚情報　　●航空情報　　●観光情報
●特売情報が届くようになります。QRコードを読み取ってご登録下さい。

納税について

７月３１日（水）
７月３１日（水）
７月３１日（水）

通帳と届出印、納税通知書や支
払い済みの領収書をお持ちの
上、郵便局で申し込み手続きを
お済ませ下さい。
不明な点は、それぞれの担当課
にお問い合わせ下さい。
粟国村内であれば粟国郵便局
（988－2004）でも対応可能です。

通帳と届出印、納税通知書や支
払い済みの領収書をお持ちの
上、郵便局で申し込み手続きを
お済ませ下さい。
不明な点は、それぞれの担当課
にお問い合わせ下さい。
粟国村内であれば粟国郵便局
（988－2004）でも対応可能です。

村 長 だ よ り 第 46 号

村長日程表
Ｒ６年７月
９日（火） 出張）南部広域行政組合理事会

10日（水） 出張）沖縄県町村会定期総会

11日（木） 出張）多良間村視察

17日（水） 村内）下野厳原地権者意見交換会

29日（月）～31日（水） 村内）ヤガン折目

※事情により変更等がございますので、予めご了承ください。
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かんしゃ

謝申
もう

し上
あ

げます。皆様のご健
けんしょう

勝とご活
かつやく

躍を祈
き

念
ねん

申し上げ、私の皆様への最
さい

後
ご

のお便
たよ

りとします。
　ありがとうございました。

2024.6.13寄稿

（10）令和６年 ７月号



粟 国 診 療 所 医師　大田瑞生

生活習慣病の診察が少し変わります！

　粟国村の皆様、お元気に過ごされているでしょうか。度々風邪が流行しています。
お体には気をつけてください。

　さて、今回は生活習慣病（高血圧、高脂血症、糖尿病）の診察の話です。実は2024年６月から診療報
酬の改定に伴い、生活習慣病の患者の診察時には「生活習慣病療養計画書」を定期的に記載して説明す
る事となりました。
　より正確には「特定疾患」など他の枠組みに入る病気のない生活習慣病の患者、とややこしいのですが、
要は「診察の時に時々生活指導されるよ」、とおぼえていただけますと幸いです。
　お話する内容が増える分、雑談できる時間が減ってしまうのは残念です。しかし、「健康の維持のため、
何に気をつけなければ行けないのか」を共有するための制度になっているので、皆様もこの機会に自分
の健康について考えていただけると時間をかける価値があると思います。
　これからも一緒に健康を目指して頑張っていきましょう！

（11） 令和６年 ７月号



日程・日時変更の際は村内放送でお知らせします。※航空便の変更等に関する放送はございませんので、第一航空（株）にお問合せ下さい。

77 粟国村行事カレンダー・ニューフェリーあぐに・第一航空 運航予定粟国村行事カレンダー・ニューフェリーあぐに・第一航空 運航予定月月

【村運営バス・デマンド型乗合タクシー】

・アニー号（コミュニティバス）

・りかりか号 （デマンド型乗合タクシー）

《専用電話》080－9852－7362
上記以外のお問い合わせ

《電話》098－988－2016

【船舶へのお問い合わせ】

・粟国村船舶課（７：30 ～ 17：15）

　　☎ 098－988－2495

・那覇船舶事務所（８：00 ～ 17：00）

　　☎ 098－862－5553 

【消費生活相談窓口】

・粟国村民生課

　　☎ 098－988－2017

・消費者ホットライン

　　☎ 0570－064－370

【航空機について】

第一航空株式会社那覇営業所

　電話番号　098-859-5531

　運航日時：1日1往復

　　　　　　週３往復程度

　　　　　　（月・水・土曜日）

【民生委員】

　西地区担当：棚原 宏明氏

　東地区担当：安里 和雄氏

　浜地区担当：末吉 浩一氏

【人権擁護委員】

　呉屋 貴美江氏

【行政相談員】

不 在

日

旧暦

曜
日

フェリー 航空便

行　事　予　定
日

旧暦

曜
日

フェリー 航空便

行　事　予　定
泊発 粟国発

那覇発
泊発 粟国発

那覇発

粟国発 粟国発

1
月 9:30 14 :00

那   9:15 16
火 9:30 14 :00

5/26 粟 11:15 6/11

2
火 9:30 14 :00

足腰教室　離島振興総合センター

　午後１時30分～午後３時30分

17
水 9:30 14 :00

那   9:15
６月折ユ目

5/27 6/12 粟 11:15

3
水 9:30 14 :00

那   9:15 健康相談 保健師室

　午前９時30分～午前11時

18
木 9:30 14 :00

健康相談 保健師室

　午前９時30分～午前11時5/28 粟 11:15 6/13

4
木 9:30 14 :00

19
金 9:30 14 :00

5/29 6/14

5
金 9:30 14 :00

20
土 9:30 14 :00

那   9:15

5/30 6/15 粟 11:15

6
土 9:30 14 :00

那   9:15 21
日 9:30 14 :00

6/1 粟 11:15 6/16

7
日 9:30 14 :00

22
月 9:30 14 :00

那   9:15

6/2 6/17 粟 11:15

8
月 9:30 14 :00

那   9:15 23
火 9:30 14 :00

那   9:15 足腰教室　離島振興総合センター

　午後1時30分～午後3時30分6/3 粟 11:15 6/18 粟 15:30

9
火 9:30 14 :00

那   9:15 足腰教室　離島振興総合センター

　午後１時30分～午後３時30分

24
水 9:30 14 :00

那   9:15

6/4 粟 11:15 6/19 粟 11:15

10
水 9:30 14 :00

那   9:15 25
木 9:30 14 :00

健康相談 保健師室　午前９時30分～午前11時

健康運動教室　午後７時30分～午後９時30分

　　　　　　　離島振興総合センター6/5 粟 11:15 6/20

11
木 9:30 14 :00

健康相談 保健師室

　午前９時30分～午前11時

26
金 9:30 14 :00

健康運動教室
　午前９時30分～午前11時30分
　離島振興総合センター6/6 6/21

12
金 9:30 14 :00

27
土 9:30 14 :00

那   9:15

6/7 6/22 粟 11:15

13
土 9:30 14 :00

那   9:15 28
日 9:30 14 :00

6/8 粟 11:15 6/23

14
日 9:30 14 :00

29
月 9:30 14 :00

那   9:15
山ん神

6/9 6/24 粟 11:15

15
月 9:30 14 :00

那   9:15
海の日

30
火 9:30 14 :00

那   9:15 火ヌ神祭
足腰教室　離島振興総合センター
　午後１時30分～午後３時30分6/10 粟 11:15 6/25 粟 15:30

31
水 9:30 14 :00

那   9:15
ヤガン折目

6/26 粟 11:15

印刷：文進印刷株式会社




